
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年３月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決           

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月２２日（土） １８時００分ごろ 

発生場所 沖縄県名護市大浦
おおうら

湾東方沖 長島灯台から真方位１１９°２.７海里付近 

（概位 北緯２６°２９.９′ 東経１２８°０６.３′） 

事故調査の経過 平成２２年５月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務

所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 遊漁船 幸
さち

丸、４.８トン 

   ２９０－４０７１５沖縄、個人所有 

   １１.９８ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２６４.７８kＷ、平成４年７月 

Ｂ 漁船 勇
ゆう

飛
ひ

丸、３.２トン 

   ＯＮ３－５８００４６（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.８０ｍ（Lr）×２.３９ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１４.００kＷ、昭和６３年１１月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成５年１０月２０日 

    免許証交付日 平成２０年６月１８日 

           （平成２５年１０月１９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成８年９月２０日 

    免許証交付日 平成１８年８月２２日 

           （平成２３年９月１９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に破口、左舷船尾キール部に切損、プロペラ翼曲損 

Ｂ 右舷船首ブルワーク及び外板に破口、両舷船首ハンドレールに曲損、

操舵室右舷船首部外壁に破口 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、沖縄県国頭
くにがみ

村瀬
せ

嵩
だか

埼の東方沖で遊漁を行ったのち、平成２２年５月２２日１６時３０分ご

ろ帰途につき、２４０°の針路（真方位）及び約１８ノットの速力（対地

速力）で、自動操舵により航行した。 

船長Ａは、操舵室で操船に当たり、波の飛沫を被っている左舷側の窓を
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閉め、左舷側に立って正面を向く姿勢で見張りを行い、飛沫により左舷船

首方が見えづらい状況であったため、前路のＢ船に気付かずに航行し、１

８時００分ごろ、大浦湾東方沖においてＡ船とＢ船とが衝突し、Ａ船の船

体がＢ船に乗り揚げた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、大浦湾東方沖の漁場で操業中、漁具

が絡んだので、船首を北西方に向けた状態で停留し、船長Ｂが、船尾甲板

で左舷方を向いて漁具の絡みを解いていたところ、右舷方約２０～３０ｍ

に接近しているＡ船に気付き、機関を後進にかけたが、両船が衝突した。 

船長Ｂは、沈みつつあるＢ船からＡ船に救助され、Ａ船は自力で帰航し

たが、Ｂ船は半沈没状態となった。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ４、視程 約２４㎞ 

海象：波高 約１.５ｍ、白波があった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船は、大浦湾東方沖を西南西進中、波の飛沫

を被って左舷船首方が見づらい状況下、船長Ａ

が、適切な見張りを行っていなかったことから、

前路のＢ船に気付かずにＢ船に向けて航行し、衝

突したものと考えられる。 

Ｂ船は、大浦湾東方沖で操業中、船長Ｂが、漁

具の絡みを解いていて適切な見張りを行っていな

かったことから、衝突直前まで接近してくるＡ船

に気付かなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、大浦湾東方沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船が操業中、

両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

 




